
 

 

富士見都市計画生産緑地地区の変更（富士見市決定） 

 

１ 都市計画生産緑地地区中第２０－１号、第１２１号、第２０－２号、第２５７号、 

第２３６－１号、第２２４号、第１９８－２号、第７３号、第２１０号、 

第６０号、第１９７－１号、第２６０号生産緑地地区を次のように変更する。 

 

２ 都市計画生産緑地地区中第１８５号、第５４号、第５５号、第２０２－２号生産

緑地地区を廃止する。 

 

３ 都市計画生産緑地地区中第２８１号生産緑地地区を次のように追加する。 

 

名   称 面   積 備   考 
 
第２０－１号生産緑地地区 
 
第１２１号生産緑地地区 
 
第２０－２号生産緑地地区 
 
第２５７号生産緑地地区 
 
第２３６－１号生産緑地地区 
 
第２２４号生産緑地地区 
 
第１９８－２号生産緑地地区 
 
第７３号生産緑地地区 
 
第２１０号生産緑地地区 
 
第６０号生産緑地地区 
 
第１９７－１号生産緑地地区 
 
第２６０号生産緑地地区 
 
第２８１号生産緑地地区 
 

 
約 １．７６ｈａ 

 
 約 ０．０４ｈａ 
 
約 ０．０６ｈａ 
 
約 １．２３ｈａ 
 
約 ０．４１ｈａ 
 
約 １．４５ｈａ 
 
約 ０．１１ｈａ 

 
 約 ０．２７ｈａ 
 
 約 ０．１６ｈａ 
 
約 ０．４７ｈａ 

 
約 ０．６０ｈａ 
 
約 ０．５６ｈａ 
 
約 ０．０６ｈａ 
 

 

 

［位置及び区域は計画図表示のとおり] 

 

理 由 

 法第１４条の規定に基づく行為制限の解除、公共施設等の設置に係る行為、道連

れ解除及び農地等の新たな指定により、都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更

するものである。 


